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救急医療について① 

―ドクターヘリ― 

（参考資料） 



 
 

一 

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
号
） 

 
（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
が
傷
病
者
の
救
命
、
後
遺
症
の
軽
減
等
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
全
国
的
な
確
保
を
図
る
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
良
質
か
つ
適
切
な
救
急
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に

寄
与
し
、
も
っ
て
国
民
の
健
康
の
保
持
及
び
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
い
う
。 

一 

救
急
医
療
に
必
要
な
機
器
を
装
備
し
、
及
び
医
薬
品
を
搭
載
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

救
急
医
療
に
係
る
高
度
の
医
療
を
提
供
し
て
い
る
病
院
の
施
設
と
し
て
、
そ
の
敷
地
内
そ
の
他
の
当
該
病
院
の
医
師
が
直
ち
に
搭
乗
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
に
配
備
さ

れ
て
い
る
こ
と
。 

（
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
目
標
等
） 

第
三
条 

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
施
策
は
、
医
師
が
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
搭
乗
し
て
速
や
か
に
傷
病
者
の
現
在
す

る
場
所
に
行
き
、
当
該
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
装
備
し
た
機
器
又
は
搭
載
し
た
医
薬
品
を
用
い
て
当
該
傷
病
者
に
対
し
当
該
場
所
又
は
当
該
救
急
医
療
用
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
の
機
内
に
お
い
て
必
要
な
治
療
を
行
い
つ
つ
、
当
該
傷
病
者
を
速
や
か
に
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
に
搬
送
す
る
こ
と
の
で
き
る
態
勢
を
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え

つ
つ
全
国
的
に
整
備
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
施
策
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

傷
病
者
の
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
へ
の
搬
送
に
関
し
、
必
要
に
応
じ
て
消
防
機
関
、
海
上
保
安
庁
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
及
び
協
力
が
適
切
に
図
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

へ
き
地
に
お
け
る
救
急
医
療
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
。 

三 

都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
連
携
及
び
協
力
の
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。 

（
医
療
法
の
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
） 

第
四
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い

う
。
）
に
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 
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二 

（
医
療
計
画
に
定
め
る
事
項
） 

第
五
条 

都
道
府
県
は
、
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、
か
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
を
定
め
、

又
は
同
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
計
画
に
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
つ
い
て
定
め

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

都
道
府
県
に
お
い
て
達
成
す
べ
き
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
係
る
目
標
に
関
す
る
事
項 

二 

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
を
提
供
す
る
病
院
（
以
下
単
に
「
病
院
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項 

三 

次
条
に
規
定
す
る
関
係
者
の
連
携
に
関
す
る
事
項 

２ 

都
道
府
県
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
が
、
隣
接
し
又
は
近
接
す
る
都
道
府
県
に
ま
た
が
っ
て
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
都
道
府
県
と
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
関
係
者
の
連
携
に
関
す
る
措
置
） 

第
六
条 

都
道
府
県
は
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
提
供
が
行
わ
れ
る
地
域
ご
と
に
、
病
院
の
医
師
、
消
防
機
関
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
職
員
、

診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
基
準
の
作
成
等
の
た
め
の
協
議
の
場
を
設
け
る
等
、
関
係
者
の
連
携
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

一 

当
該
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
出
動
の
た
め
の
病
院
に
対
す
る
傷
病
者
の
状
態
等
の
連
絡
に
関
す
る
基
準 

二 

当
該
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
出
動
に
係
る
消
防
機
関
等
と
病
院
と
の
連
絡
体
制
に
関
す
る
基
準 

（
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
着
陸
の
場
所
の
確
保
） 

第
七
条 

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
道
路
管
理
者
（
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
を
行
う
者
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
者
は
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
着
陸
の
場

所
の
確
保
に
関
し
必
要
な
協
力
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
補
助
） 

第
八
条 

都
道
府
県
は
、
病
院
の
開
設
者
に
対
し
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
助
成
金
交
付
事
業
を
行
う
法
人
の
登
録
） 

第
九
条 

病
院
の
開
設
者
に
対
し
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
を
交
付
す
る
事
業
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
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三 

令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
助
成
金
交
付
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
は
、
前
項
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人 

二 

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
の
日
前
三
十
日
以
内
に
そ
の
取
消
し
に
係
る
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し

な
い
も
の
が
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
と
な
っ
て
い
る
法
人 

３ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
た
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

助
成
金
交
付
事
業
に
関
す
る
基
金
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
設
け
、
助
成
金
交
付
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し

て
政
府
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

助
成
金
交
付
事
業
を
全
国
的
に
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
足
り
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
報
告
又
は
資
料
の
提
出
） 

第
十
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
助
成
金
交
付
事
業
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
又
は

経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
指
導
及
び
助
言
） 

第
十
一
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
法
人
に
対
し
、
助
成
金
交
付
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
登
録
の
取
消
し
） 

第
十
二
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。 

二 

第
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

三 

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
た
と
き
。 

四 

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

（
公
示
） 

第
十
三
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
九
条
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 
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（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
） 

第
十
四
条 

第
九
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
第
一
項
の
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
健
康
保
険
等
の
適
用
に
係
る
検
討
） 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
提
供
の
効
果
、
救
急
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
在

り
方
等
を
勘
案
し
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
診
療
に
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第

七
十
号
）
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
そ
の
他
の
医
療
に
関
す
る
給
付
に
つ
い
て
定
め
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
支
払
に
つ
い
て
検
討
を

行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  

 

四 
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救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
九
十
二
号
） 

 
内
閣
は
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。 

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
都
道
府
県
に
対
す
る
補
助
金
の
額
は
、
各
年
度
に
お
い

て
都
道
府
県
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
す
る
額
（
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
に
関
す
る
費
用
等
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
を
限
度
と
す
る
。
）
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 
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こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

五 
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ドクターヘリ導入促進事業について

概 要

○ 厚生労働省において平成１１年度及び平成１２年度に川崎医科大学付属病院高度

救命救急センター（岡山県）、東海大学医学部付属病院救命救急センター（神奈川

県）の全国２ヶ所で「ドクターヘリ試行的事業」を実施し、これまでの実績におい

ても救命救急医療上、顕著な成果をあげている。

○ 内閣（内政審議室）に設けられた「ドクターヘリ調査検討委員会」において、ド

クターヘリ事業の実施を強く期待する報告書（平成１２年６月）がとりまとめられ、

平成１３年度から、救急医療体制のさらなる充実を図るため、ドクターヘリ事業を

全国展開している。

○ 平成１３年度は、岡山県（川崎医科大学附属病院）、静岡県（聖隷三方原病院）（平成18年度より県単独事

業として実施）、千葉県（日本医大千葉北総病院）、愛知県（愛知医科大学附属病院）、福岡県（久留米大学病院）の５

県において導入。

平成１４年度は、神奈川県（東海大学病院）、和歌山県（和歌山県立医大附属病院）の２県で導入。

平成１５年度は、静岡県にて２機目（順天堂大学医学部附属静岡病院）を導入。

平成１７年度は、北海道(手稲渓仁会病院)、長野県（佐久総合病院）の２道県で導入。

平成１８年度は、長崎県で導入。

※ 平成１９年８月現在、１０県・１０機にて事業を実施。

平成１９年度予算額

事 業 名 ドクターヘリ導入促進事業

予 算 額 １，１０３百万円（前年度８４９百万円）

箇 所 数 １３ヶ所（前年度１０ヶ所）

補 助 率 １／２（負担割合：国１／２、都道府県１／２）

基 準 額 １ヶ所当たり年間約１７０百万円

実施主体 救命救急センター等

※ 医療提供体制推進事業費補助金(統合補助金)(14,689百万円)の内数

※ 「ドクターヘリ」とは、救急専用の医療機器を装備したヘリコプターを救命救急センターに常

駐させ、消防機関・医療機関等からの出動要請に基づき救急医療の専門医・看護師が同乗し、救

急現場等に向かい、現場から救命救急センターに搬送するまでの間、患者に救命医療を行うこと

のできる専用ヘリコプター。

ドクターヘリ導入促進事業では、民間ヘリコプター会社を活用し、委託により専用ヘリコプタ

ーを救命救急センターに常駐させる。
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